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令和５年（2023 年） ４月１日～ 

中小企業に該当しても、 

月 60 時間超の時間外労働には

50％以上の割増賃金の支払い

が必要になります 

令和６年（2024 年） ４月１日～  

これまで適用猶予とされていた事業・業務にも、時間外労働の上限規制が適用されます 

【お問い合わせ先】     電話番号               管轄区域 
千葉労働基準監督署   043-308-0671 （千葉市、市原市、四街道市） 
船橋労働基準監督署   047-431-0182 （船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市） 

柏労働基準監督署     04-7163-0246 （柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市） 
銚子労働基準監督署   0479-22-8100 （銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町） 
木更津労働基準監督署   0438-22-6165  （木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡） 

茂原労働基準監督署  0475-22-4551 （茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡） 
成田労働基準監督署  0476-22-5666 （成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡の栄町、香取郡のうち神崎町、多古町） 

東金労働基準監督署  0475-52-4358 （東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里町、山武郡、印旛郡のうち酒々井町） 


